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確保地・ 確保候補地の総括表

◆確保地（ 確保主体・ 水準別）

◆確保候補地

◆確保地（ 系統別）

改定について

東京都と特別区(23区)26市3町1村は、平成22年5月に「 緑確保の総合的な方針」 を策定し、10年
の計画期間で、特に減少傾向にある民有地の既存の緑の計画的な保全に取り組んできました。
平成28年に確保地等を追加し、これまでに確保地約315ha、確保候補地を含め約419haを確保し
ました。
今後も、東京に残された貴重な緑を次世代に確実に引き継いでいく とともに、あらゆる機会を通
じて緑を生み出していけるよう、様々 な施策に取り組んでいきます。

◆改定のポイント

・ 緑溢れる東京の実現に向け、将来に引き継ぐべき樹林地や農地の保全を推進

・ 骨格的な緑の充実等を目指し、新たな確保地の設定および施策を提示

・ 確保の水準として「 特定生産緑地」 を新設、生産緑地を保全すべき農地として明確化

方針の構成

Ⅰ既存の緑を守る方針（ 確保することが望ましい緑を明確化）

緑を系統に分類し、計画期間中に確保することが望ましい緑の箇所・面積のリストを提示、図示

Ⅱ緑のまちづく りへの取組

計画期間中に、まとまった緑の創出を伴うまちづくり事業のリストを提示

Ⅲ緑の確保を更に推進する取組

緑の確保を一層推進し、緑のまちづくりを更に進めるために、先導的な施策を提示

・都市開発諸制度等の活用による緑の保全・創出
・崖線の緑の保全
・森林環境譲与税の活用
・市民緑地認定制度の活用
・緑化率を定める地区計画などによる緑化の推進
・緑化地域制度の推進
・江戸のみどり推進プロジェクト

・生産緑地の保全・活用の推進
・田園住居地域の指定促進
・新しい「緑農住」まちづくりの検討
・農の風景育成地区の指定推進
・都市農地保全支援プロジェクト
・農地の創出・再生支援事業
・農地の利活用促進事業（新規就農等支援及び農地あっせんの促進）

緑の系統分類

■山地■丘陵地■崖線■平地林■河川■上水・用水・水路等■湧水■社寺林■屋敷林■農地■その他の緑

確保地と確保候補地の考え方

◆確保地 計画期間＝令和11年度までに、いずれかの水準により確保するもの
◆確保候補地 計画期間にとらわれず、緑の保全を目指して水準１から水準３に上げていく考えのあるもの
※水準は、規制等の強さなどの担保力によって分けたもので、緑の価値を示したものではありません。

＞れ流の出抽地補候保確・地保確＜＞準水の地保確＜

水準1

【 制度例】 特別緑地保全地区、都市計画公園・ 緑地事業

水準2

【 制度例】 地区計画、借地公園

水準3

【 制度例】 保存樹林、各自治体独自の条例等による制度

特定生産緑地

緑地の買収又は、法や条例に基づいて、強い規制を
かけることにより、確実に保全していくもの

法や条例等に基づいて、許可による行為制限や税の
優遇などにより保全していくもの

行為の届出や緑地の所有者との間で保全に関する協
定を結ぶなど、緩い制限により、保全に取り組むもの

特定生産緑地に指定することにより、保全し
ていく農地（生産緑地）

既存の緑を守る方針

既存の緑

山地・丘陵地・崖線・屋敷林・社寺林・農地など

将来にわたって引き継ぐべき資源 ＝ 系統

各区市町村による
既存の緑の保全の考え方

確保地
水準1 水準2 水準3

特定生産緑地

確保候補地

確保主体
水準１ 水準2 水準3 水準1～水準3合計 特定生産緑地

箇所数面積(ha) 箇所数面積(ha) 箇所数面積(ha) 箇所数 面積(ha) 箇所数面積(ha)

特別区 57 18.91 3 0.43 0 0 60 19.34 2,025 397.68

市町村 57 177.11 13 3.63 1 0.11 71 180.85 8,912 2,496.72

東京都 23 105.92 0 0 0 0 23 105.92

合計 137 301.94 16 4.06 1 0.11 154 306.11 10,937 2,894.40

確保主体箇所数 面積(ha)

特別区 456 127.47

市町村 162 74.81

東京都 38 636.51

合計 656 838.79

系統名 箇所数 面積(ha)

丘陵地 44 252.66

崖線 19 2.62

平地林・社寺林・屋敷林 23 7.94

河川・上水・用水・水路等 1 0.03

農地 35 24.09

系統に含まれない確保地 32 18.77

合計 154 306.11


